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(57)【要約】
【課題】堤防の越流等に対する抵抗性能および耐震性能
を向上することのできる経済的な堤防補強構造および堤
防補強方法を提供する。
【解決手段】堤体１２からなる堤防１４を補強する構造
１０であって、地震時を含む外力作用時および越流時に
堤体１２の天端高さＨを維持するために、堤体１２の内
部に天端１８から所定の深さまで壁状に設けられ、地盤
材料とセメント系固化材とを混合した地盤改良体からな
る壁体１６を備え、この壁体１６は、越流によって堤内
側の地盤Ｇ１が洗掘した場合でも自立可能であるととも
に、地震動または堤外側の水面変動によって堤体１２の
周辺地盤が沈下した場合でも天端高さＨを維持可能であ
るようにする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　堤体からなる堤防を補強する構造であって、
　地震時を含む外力作用時および越流時に堤体の天端高さを維持するために、堤体の内部
に天端から所定の深さまで壁状に設けられ、地盤材料とセメント系固化材とを混合した地
盤改良体からなる壁体を備え、この壁体は、越流によって堤内側の地盤が洗掘した場合で
も自立可能であるとともに、地震動または堤外側の水面変動によって堤体の周辺地盤が沈
下した場合でも天端高さを維持可能であることを特徴とする堤防補強構造。
【請求項２】
　壁体が、格子状の構造体であることを特徴とする請求項１に記載の堤防補強構造。
【請求項３】
　堤体の表層側に設けられた遮水層を備え、この遮水層は、堤体の内部への水の浸透を防
ぎ、壁体へ作用する外力を低減するものであることを特徴とする請求項１または２に記載
の堤防補強構造。
【請求項４】
　堤外側の堤体の内部において所定の深さまで壁状に設けられた遮水壁を備え、この遮水
壁は、堤体の内部への水の浸透を防ぎ、壁体へ作用する外力を低減するものであることを
特徴とする請求項１～３のいずれか一つに記載の堤防補強構造。
【請求項５】
　堤体からなる堤防を補強する方法であって、
　地震時を含む外力作用時および越流時に堤体の天端高さを維持するために、堤体の内部
に天端から所定の深さまで、地盤材料とセメント系固化材とを混合した地盤改良体からな
る壁体を設けるステップを備え、この壁体は、越流によって堤内側の地盤が洗掘した場合
でも自立可能であるとともに、地震動または堤外側の水面変動によって堤体の周辺地盤が
沈下した場合でも天端高さを維持可能であることを特徴とする堤防補強方法。
【請求項６】
　壁体が、格子状の構造体であることを特徴とする請求項５に記載の堤防補強方法。
【請求項７】
　堤体の表層側に遮水層を設けるステップを備え、この遮水層は、堤体の内部への水の浸
透を防ぎ、壁体へ作用する外力を低減するものであることを特徴とする請求項５または６
に記載の堤防補強方法。
【請求項８】
　堤外側の堤体の内部において所定の深さまで壁状に遮水壁を設けるステップを備え、こ
の遮水壁は、堤体の内部への水の浸透を防ぎ、壁体へ作用する外力を低減するものである
ことを特徴とする請求項５～７のいずれか一つに記載の堤防補強方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、堤防補強構造および堤防補強方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、津波や高潮が海岸堤防に来襲し、海側の水位が上昇して越流が発生すると、陸側
の地盤が洗掘されることがある。これは堤体全体の破壊につながり、海水が陸域に流れ込
み甚大な被害が発生する。また、津波に先行する地震動によって、堤防が崩壊したり、天
端高さが下がったりすると、海水が陸域に流れ込み甚大な被害が発生する。また、高波等
によって堤防の海側が崩壊し、周辺地盤が消失したり沈下することもある。
【０００３】
　このような問題を解決するため、従来は、例えば以下のような対策が採られていた。
（１）越流等が発生しないように、堤防の天端高さを高くする方法
（２）地震動によって沈下する量を推定して、天端を高くしておく方法
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（３）堤体下部の原地盤を地盤改良により強化する方法
（４）地震動や越流等を受けても天端高さを保つために、堤体内部に鋼管矢板や二重矢板
などを打設する方法（例えば、特許文献１を参照）
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－２１４２４８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記の従来の方法は、それぞれ以下のような問題がある。
（１）全ての大きな津波や高波、高潮に対応することは難しい。越流等が発生しても、崩
壊しない堤防が必要である。
（２）天端を高くすることで、沈下量がより増えることになり、最適な高さを設定するこ
とが困難である。また、総じて不経済である。
（３）堤体下部を地盤改良するためには、特殊な工法が必要であり、不経済である。
（４）鋼材を用いることから不経済である。
【０００６】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、堤防の越流等に対する抵抗性能および
耐震性能を向上することのできる経済的な堤防補強構造および堤防補強方法を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記した課題を解決し、目的を達成するために、本発明に係る堤防補強構造は、堤体か
らなる堤防を補強する構造であって、地震時を含む外力作用時および越流時に堤体の天端
高さを維持するために、堤体の内部に天端から所定の深さまで壁状に設けられ、地盤材料
とセメント系固化材とを混合した地盤改良体からなる壁体を備え、この壁体は、越流によ
って堤内側の地盤が洗掘した場合でも自立可能であるとともに、地震動または堤外側の水
面変動によって堤体の周辺地盤が沈下した場合でも天端高さを維持可能であることを特徴
とする。
【０００８】
　また、本発明に係る他の堤防補強構造は、上述した発明において、壁体が、格子状の構
造体であることを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明に係る他の堤防補強構造は、上述した発明において、堤体の表層側に設け
られた遮水層を備え、この遮水層は、堤体の内部への水の浸透を防ぎ、壁体へ作用する外
力を低減するものであることを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明に係る他の堤防補強構造は、上述した発明において、堤外側の堤体の内部
において所定の深さまで壁状に設けられた遮水壁を備え、この遮水壁は、堤体の内部への
水の浸透を防ぎ、壁体へ作用する外力を低減するものであることを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明に係る堤防補強方法は、堤体からなる堤防を補強する方法であって、地震
時を含む外力作用時および越流時に堤体の天端高さを維持するために、堤体の内部に天端
から所定の深さまで、地盤材料とセメント系固化材とを混合した地盤改良体からなる壁体
を設けるステップを備え、この壁体は、越流によって堤内側の地盤が洗掘した場合でも自
立可能であるとともに、地震動または堤外側の水面変動によって堤体の周辺地盤が沈下し
た場合でも天端高さを維持可能であることを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明に係る他の堤防補強方法は、上述した発明において、壁体が、格子状の構
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造体であることを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明に係る他の堤防補強方法は、上述した発明において、堤体の表層側に遮水
層を設けるステップを備え、この遮水層は、堤体の内部への水の浸透を防ぎ、壁体へ作用
する外力を低減するものであることを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明に係る他の堤防補強方法は、上述した発明において、堤外側の堤体の内部
において所定の深さまで壁状に遮水壁を設けるステップを備え、この遮水壁は、堤体の内
部への水の浸透を防ぎ、壁体へ作用する外力を低減するものであることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明に係る堤防補強構造によれば、堤体からなる堤防を補強する構造であって、地震
時を含む外力作用時および越流時に堤体の天端高さを維持するために、堤体の内部に天端
から所定の深さまで壁状に設けられ、地盤材料とセメント系固化材とを混合した地盤改良
体からなる壁体を備え、この壁体は、越流によって堤内側の地盤が洗掘した場合でも自立
可能であるとともに、地震動または堤外側の水面変動によって堤体の周辺地盤が沈下した
場合でも天端高さを維持可能であるので、堤防の越流等に対する抵抗性能および耐震性能
を経済的に向上することができるという効果を奏する。
【００１６】
　また、本発明に係る他の堤防補強構造によれば、壁体が、格子状の構造体であるので、
地震時における堤体地盤のせん断変形を抑制して、堤体地盤内の過剰間隙水圧の上昇を抑
制することができ、液状化強度を向上させることができるという効果を奏する。
【００１７】
　また、本発明に係る他の堤防補強構造によれば、堤体の表層側に設けられた遮水層を備
え、この遮水層は、堤体の内部への水の浸透を防ぎ、壁体へ作用する外力を低減するもの
であるので、壁体を経済的なものにすることができるという効果を奏する。
【００１８】
　また、本発明に係る他の堤防補強構造によれば、堤外側の堤体の内部において所定の深
さまで壁状に設けられた遮水壁を備え、この遮水壁は、堤体の内部への水の浸透を防ぎ、
壁体へ作用する外力を低減するものであるので、壁体を経済的なものにすることができる
という効果を奏する。
【００１９】
　また、本発明に係る堤防補強方法によれば、堤体からなる堤防を補強する方法であって
、地震時を含む外力作用時および越流時に堤体の天端高さを維持するために、堤体の内部
に天端から所定の深さまで、地盤材料とセメント系固化材とを混合した地盤改良体からな
る壁体を設けるステップを備え、この壁体は、越流によって堤内側の地盤が洗掘した場合
でも自立可能であるとともに、地震動または堤外側の水面変動によって堤体の周辺地盤が
沈下した場合でも天端高さを維持可能であるので、堤防の越流等に対する抵抗性能および
耐震性能を経済的に向上することができるという効果を奏する。
【００２０】
　また、本発明に係る他の堤防補強方法によれば、壁体が、格子状の構造体であるので、
地震時における堤体地盤のせん断変形を抑制して、堤体地盤内の過剰間隙水圧の上昇を抑
制することができ、液状化強度を向上させることができるという効果を奏する。
【００２１】
　また、本発明に係る他の堤防補強方法によれば、堤体の表層側に遮水層を設けるステッ
プを備え、この遮水層は、堤体の内部への水の浸透を防ぎ、壁体へ作用する外力を低減す
るものであるので、壁体を経済的なものにすることができるという効果を奏する。
【００２２】
　また、本発明に係る他の堤防補強方法によれば、堤外側の堤体の内部において所定の深
さまで壁状に遮水壁を設けるステップを備え、この遮水壁は、堤体の内部への水の浸透を
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防ぎ、壁体へ作用する外力を低減するものであるので、壁体を経済的なものにすることが
できるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】図１は、本発明に係る堤防補強構造および堤防補強方法の実施の形態を示す横断
面図である。
【図２】図２は、設計での外力図であり、（１）は一般的な設計、（２）は遮水効果を考
慮した設計である。
【図３】図３は、実験結果を示す図であり、（１）は比較例、（２）は実施例である。
【図４】図４は、不飽和領域が残留している時（ｔ＝２ｓ）としていない時（ｔ＝８ｓ）
の比較図である。
【図５】図５は、格子状の壁体の一例を示す概略斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下に、本発明に係る堤防補強構造および堤防補強方法の実施の形態を図面に基づいて
詳細に説明する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。
【００２５】
　図１に示すように、本発明の実施の形態に係る堤防補強構造１０は、基礎地盤Ｇ上に築
造された堤体１２からなる堤防１４を補強する構造であって、堤体１２内に設けられた壁
体１６を備える。堤体１２は、幅Ｂに対する長さの比率が大きい線状の構造物であり、横
断面形状は略台形状である。図１において、ＨＷＬは津波、高潮来襲時の水位、ＮＷＬは
平常時の水位、ＧＬは越流洗掘後の地表面である。
【００２６】
　壁体１６は、地震時を含む外力作用時および越流時に堤体１２の天端高さＨを維持する
ためのものであり、堤体１２の天端１８の略中央から基礎地盤Ｇにかけて鉛直方向に壁板
状に設けられる。この壁体１６は、地盤材料とセメント系固化材とを混合した地盤改良体
からなる。壁体１６は、津波や高潮来襲時の越流によって堤体１２の陸側（堤内側）の地
盤Ｇ１が洗掘した場合でも自立可能に構成されるとともに、地震動や堤外側の水面変動に
よって堤体１２の周辺地盤が沈下した場合でも天端高さＨを維持可能に構成される。これ
により、越流が発生して陸側の地盤Ｇ１が洗掘された場合でも、天端高さＨを保つことが
できる。また、地震動や高波等によって周辺地盤が沈下した場合でも、天端高さＨを保持
することができる。なお、図１の例では、壁体１６が基礎地盤Ｇに着底している場合を図
示しているが、本発明の壁体はこれに限るものではなく、例えば壁体１６は基礎地盤Ｇに
着底しない構造であってもよい。壁体１６は、越流によって堤体１２の陸側の地盤Ｇ１が
洗掘した場合でも自立可能で、かつ、地震動や高波等によって堤体１２の周辺地盤が沈下
した場合でも天端高さＨを維持可能に支持できればいかなる態様のものでもよい。
【００２７】
　堤体１２の堤外側のり面２０の全体と、天端１８の壁体１６上面まで（表層側）は、遮
水層２２で連続的に防護されている。遮水層２２は、堤体１２の内部への水の浸透を防ぎ
、壁体１６へ作用する外力（土圧、水圧、空圧の合力）を低減するものである。
【００２８】
　また、堤外側のり面２０ののり先の直下には、遮水壁２４が設けられる。この遮水壁２
４は、のり先から基礎地盤Ｇにかけて鉛直方向に延びる壁板状のものであり、例えば矢板
や地盤改良体により構築される。この地盤改良体は、堤体地盤とセメント系固化材とを原
位置で混合撹拌する深層混合処理工法などで形成可能である。遮水壁２４は、堤体１２の
内部への水の浸透を防ぎ、壁体１６へ作用する外力（土圧、水圧、空圧の合力）を低減す
るものである。
【００２９】
　平常時の水位ＮＷＬよりも上側の遮水層２２と遮水壁２４と壁体１６の間には、不飽和
領域Ｒが形成される。図２（１）は、一般的な設計での外力図、（２）は遮水効果を考慮
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した設計での外力図である。図２（１）に示すように、遮水層２２、遮水壁２４がない場
合、堤体１２内部に水が浸入すると、壁体１６に有効土圧Ｐｓと静水圧Ｐｗの合力が作用
する。これに対し、図２（２）に示すように、遮水層２２、遮水壁２４により水が浸入し
なければ、壁体１６には有効土圧Ｐｓと空圧Ｐａの合力しか作用しない。
【００３０】
　したがって、遮水層２２、遮水壁２４を設けると、壁体１６へ作用する外力を低減する
ことができる。外力が低減すると、壁体１６に要求される抵抗性能（例えば、体積やセメ
ント量など）が減り、壁体１６を経済的なものにすることができる。遮水層２２は、のり
面２０の最外層に限るものではなく、堤外側から堤体１２の内部への水の浸透を防げる位
置であればいかなる位置でもよい。最外層に設ける場合は施工が容易となる。また、遮水
壁２４は、のり先の下方に限るものではなく、堤外側から堤体１２の内部への水の浸透を
防げる位置であればいかなる位置に設けてもよい。遮水層２２、遮水壁２４はいずれか一
方を省略することができるし、双方を省略することもできるが、壁体１６へ作用する外力
を低減する上で設けることが望ましい。
【００３１】
　上記の堤防補強構造１０を構築する場合には、堤体１２の天端１８から、周知のセメン
ト固化処理工法による地盤改良を施し、堤体１２内に地盤改良した壁体１６を形成する。
また、堤体１２の堤外側のり面２０ののり先の下側部分に遮水壁２４を構築するとともに
、堤外側のり面２０と天端１８に遮水層２２を構築する。地盤改良は、堤体地盤とセメン
ト系固化材とを原位置で混合撹拌する混合処理工法が好ましい。この堤防補強構造１０に
よれば、鋼材を用いないので、堤防１４の越流等に対する対策、耐震補強を経済的に行う
ことができる。したがって、堤防１４の越流等に対する抵抗性能および耐震性能を経済的
に向上することができる。
【００３２】
　上記の実施の形態においては、壁体１６が板状の場合を例にとり説明したが、本発明の
壁体は板状に限るものではなく、様々な形態を採用可能である。例えば、壁体１６が格子
状の構造体であってもよい。つまり、地盤改良した部分が、図５に示すように平面視で格
子状を呈する構造体であってもよいし、側面視で格子状を呈する構造体であってもよい。
または、これらの組み合わせでもよい。壁体１６を格子状の構造体とすれば、地震時にお
ける堤体地盤のせん断変形を抑制して、堤体地盤内の過剰間隙水圧の上昇を抑制すること
ができ、液状化強度を向上させることができる。また、上記の実施の形態では、壁体１６
を堤体１２の横断方向に一つだけ設けた場合を例にとり説明したが、本発明はこれに限る
ものではなく、堤体１２の横断方向に間隔をあけて壁体１６を２つ以上設けてもよい。こ
のようにしても、上記と同様の作用効果を奏することができる。
【００３３】
（本発明の効果の検証）
　次に、本発明の効果を検証するために行った実験および結果について説明する。
【００３４】
　本実験は、水槽に入れた堤体模型を用いて、壁体の影響を調べたものである。まず、堤
体模型の堤外側の水位を上げることによって、越流を生じさせた。図３（１）は壁体を有
しない堤体（比較例）、（２）は幅方向に間隔をあけて２つの壁体を設けた堤体（本発明
の実施例）である。この図に示すように、比較例では、越流が発生して陸側の地盤が洗掘
されると、天端高さを保つことができない。これに対し、実施例では、越流が発生して陸
側の地盤が洗掘された場合でも、天端高さを保つことができる。したがって、壁体を有す
る本実施例は、比較例に比べて、越流に対する抵抗性能に優れている。
【００３５】
　次に、壁体を有し、遮水層、遮水壁を有さない堤体を用いて、越流時の堤体内部各所の
間隙水圧の時間変化を測定し、不飽和領域の影響について調べた。図４（１）、（２）は
、測定点を示している。（１）がｔ＝２ｓ、（２）がｔ＝８ｓである。測定点Ｐ５、Ｐ８
は壁体の左側（堤外側）の上下に位置し、Ｐ５は平常時の水位よりも下側に、Ｐ８は天端
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近傍に設定している。（３）に示すように、ｔ＝０の越流開始からｔ＝２ｓまでの越流初
期は壁体の左側に不飽和領域が残留して水圧上昇が抑えられているが、ｔ＝８ｓでは不飽
和領域が残留しなくなり水圧が上昇している。（４）～（６）に、各時刻における壁体に
作用する曲げモーメント、水平荷重、壁体の変位を示す。不飽和領域が残留しなくなると
、曲げモーメント、水平荷重、変位が増大することがわかる。したがって、壁体の堤外側
で不飽和領域が残留するように、遮水層を設けることが有効である。
【００３６】
　以上説明したように、本発明に係る堤防補強構造によれば、堤体からなる堤防を補強す
る構造であって、地震時を含む外力作用時および越流時に堤体の天端高さを維持するため
に、堤体の内部に天端から所定の深さまで壁状に設けられ、地盤材料とセメント系固化材
とを混合した地盤改良体からなる壁体を備え、この壁体は、越流によって堤内側の地盤が
洗掘した場合でも自立可能であるとともに、地震動または堤外側の水面変動によって堤体
の周辺地盤が沈下した場合でも天端高さを維持可能であるので、堤防の越流等に対する抵
抗性能および耐震性能を経済的に向上することができる。
【００３７】
　また、本発明に係る他の堤防補強構造によれば、壁体が、格子状の構造体であるので、
地震時における堤体地盤のせん断変形を抑制して、堤体地盤内の過剰間隙水圧の上昇を抑
制することができ、液状化強度を向上させることができる。
【００３８】
　また、本発明に係る他の堤防補強構造によれば、堤体の表層側に設けられた遮水層を備
え、この遮水層は、堤体の内部への水の浸透を防ぎ、壁体へ作用する外力を低減するもの
であるので、壁体を経済的なものにすることができる。
【００３９】
　また、本発明に係る他の堤防補強構造によれば、堤外側の堤体の内部において所定の深
さまで壁状に設けられた遮水壁を備え、この遮水壁は、堤体の内部への水の浸透を防ぎ、
壁体へ作用する外力を低減するものであるので、壁体を経済的なものにすることができる
。
【００４０】
　また、本発明に係る堤防補強方法によれば、堤体からなる堤防を補強する方法であって
、地震時を含む外力作用時および越流時に堤体の天端高さを維持するために、堤体の内部
に天端から所定の深さまで、地盤材料とセメント系固化材とを混合した地盤改良体からな
る壁体を設けるステップを備え、この壁体は、越流によって堤内側の地盤が洗掘した場合
でも自立可能であるとともに、地震動または堤外側の水面変動によって堤体の周辺地盤が
沈下した場合でも天端高さを維持可能であるので、堤防の越流等に対する抵抗性能および
耐震性能を経済的に向上することができる。
【００４１】
　また、本発明に係る他の堤防補強方法によれば、壁体が、格子状の構造体であるので、
地震時における堤体地盤のせん断変形を抑制して、堤体地盤内の過剰間隙水圧の上昇を抑
制することができ、液状化強度を向上させることができる。
【００４２】
　また、本発明に係る他の堤防補強方法によれば、堤体の表層側に遮水層を設けるステッ
プを備え、この遮水層は、堤体の内部への水の浸透を防ぎ、壁体へ作用する外力を低減す
るものであるので、壁体を経済的なものにすることができる。
【００４３】
　また、本発明に係る他の堤防補強方法によれば、堤外側の堤体の内部において所定の深
さまで壁状に遮水壁を設けるステップを備え、この遮水壁は、堤体の内部への水の浸透を
防ぎ、壁体へ作用する外力を低減するものであるので、壁体を経済的なものにすることが
できる。
【産業上の利用可能性】
【００４４】
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　以上のように、本発明に係る堤防補強構造および堤防補強方法は、海岸や河岸に設置さ
れる堤防などに有用であり、特に、越流等に対する抵抗性能および耐震性能を、経済的に
向上するのに適している。
【符号の説明】
【００４５】
　１０　堤防補強構造
　１２　堤体
　１４　堤防
　１６　壁体
　１８　天端
　２０　のり面
　２２　遮水層
　２４　遮水壁
　Ｂ　幅
　Ｇ　基礎地盤
　Ｇ１　陸側の地盤
　ＧＬ　越流洗掘後の地表面
　Ｈ　天端高さ
　ＨＷＬ　津波、高潮来襲時の水位
　ＮＷＬ　平常時の水位
　Ｐａ　空圧
　Ｐｓ　有効土圧
　Ｐｗ　静水圧
　Ｒ　不飽和領域

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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